
 

四日市港管理組合発注工事の入札に参加される皆様へ 

 
 

 

令和５年１月１日に「建設業法施行令の一部を改正する政令」が施行されま

す。これに伴い、四日市港管理組合発注工事における技術者の取扱いについて

は以下のとおりとします。 

 

１．技術者を専任で配置しなければならない金額について 

三重県公共工事共通仕様書 1-1-1-43で規定している技術者の専任については、

下表のとおりとします。また、施工中又は公告（指名通知）中の工事で、請負金

額３,５００万円以上４，０００万円未満（建築一式工事は７,０００万円以上 

８，０００万円未満）の工事で専任配置となっている主任技術者（監理技術者）

の専任を解除したい場合は、発注者と協議を行ってください。 

現場配置技術者の 3 ヶ月以上の雇用確認を行う請負金額、「契約時における主

任技術者又は監理技術者チェックリスト」に記載する手持ち業務の請負金額の上

限についても下表のとおりとします。 

【改正内容】主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負金額（下限） 

 現行 改正 

建築一式工事以外 ３，５００万円 ４，０００万円 

建築一式工事 ７，０００万円 ８，０００万円 

 

２．技術者の兼任について 

三重県公共工事共通仕様書 1-1-1-43で規定している技術者の兼任については、

下表のとおりとします。 

【改正内容】技術者が兼任できる請負金額 

 現行 改正 

建築一式

工事以外 
2件以下：500万円以上 3,500万円未満 2件以下：500万円以上 4,000万円未満 

建築一式

工事 
2件以下：1,500万円以上 7,000万円未満 2件以下：1,500万円以上 8,000万円未満 

 

３．監理技術者（特例監理技術者）の配置について 

監理技術者の配置を要する下請契約の総額については、下表のとおりとします。(下限) 

 現行 改正 

建築一式工事以外 ４，０００万円 ４，５００万円 

建築一式工事 ６，０００万円 ７，０００万円 
 
４．適用日 

令和５年１月１日から適用します。 

 

建設業法施行令の改正に伴い技術者の取扱いが変わります 

R4.11.30  


